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１ 令和７年度又は令和８年度における土地の 

価格の修正（修正基準）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



令和７年度又は令和８年度における土地の価格の修正について 

 

 １ 土地に係る固定資産税の評価においては、基準年度の価格を３年間据え置くこととされて

いるが（地方税法第 349 条）、令和６年度税制改正において、令和７年度又は令和８年度にお

いて地価が下落している場合には、基準年度（令和６年度）の価格に修正を加えることがで

きるとする特例措置が講じられたところである（地方税法附則第 17 条の２第１項）。 

 

 ２ 具体的な価格の修正方法については、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて「修正基

準」として定め、告示することとされている（地方税法附則第 17 条の２第１項、第７項及び

第９項）。 

   なお、平成 10 年度以降、同様の措置を定めているところである。 



＜イメージ＞

※ 基準年度の下落修正措置が講じられたケースを想定

☞ 据置年度の下落修正

地価の動き

③

④

R5.1.1 R5.7.1 R6.7.1 R7.7.1R6.1.1 R7.1.1 R8.1.1

令和６年度 令和７年度 令和８年度

令和６年度評価額から３年間同額

令和７年度の評価額を下落修正

令和８年度の
評価額を下落修正

価格調査
基準日

評価替え

②

地価上昇 ⇒ ②を基準に評価

地価下落 ⇒ 評価額を③に下落修正

地価下落
⇒ 評価額を④に下落修正

① ☞ 原則令和６年度評価額から３年間同額

地方税法及び
修正基準告示で措置

【地価下落の把握方法】
・都道府県地価調査（毎年7.1時点）
・鑑定評価

☞ 基準年度の下落修正

固定資産評価基準で措置

据置年度の下落修正措置の概要



令和７年度又は令和８年度における土地の価格に関する修正基準

第１節 通則 

一 令和７年度分又は令和８年度分の固定資産税における地方税法附則第 17 条の２第

１項の規定に基づく土地の価格の修正は、以下に定める方法によって行うものとする。 

二 市街化区域農地その他の宅地の価格を評価の基礎として価格を求めることとされ

ている土地について修正を行う場合の価格は、当該土地とその状況が類似する宅地の

価格を次節又は第３節によって修正した価格を基礎として求めるものとする。 

第２節 令和７年度における宅地の価格の修正 

一 令和７年度における宅地の価格の修正の順序 

    令和７年度における宅地の価格の修正は、次によるものとする。 

⑴ 宅地の価格の下落状況を把握する。

⑵ 固定資産評価基準（昭和 38年自治省告示第 158号。以下「評価基準」という。）

第１章第３節二㈠２⑴に規定する商業地区、住宅地区、工業地区、観光地区等（こ

れらを必要に応じ、更に繁華街、高度商業地区（Ⅰ、Ⅱ）、普通商業地区、高級

住宅地区、普通住宅地区、併用住宅地区、大工場地区、中小工場地区、家内工業

地区等に区分した場合には、当該区分した後の地区）（以下「用途地区」という。）

を基本に宅地を区分し、その区分ごとに修正率を適用する。 

⑶ 令和６年度において価格の修正を行った宅地について所要の調整を行う。

二 宅地の価格の下落状況の把握 

    宅地の価格について、国土利用計画法施行令（昭和 49年政令第 387 号）による都道

府県地価調査及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価を活用し、令和５

年１月１日から令和６年７月１日までの下落状況を把握するものとする。 

三 宅地の区分及び修正率の適用 

    宅地の区分及び修正率の適用は、評価基準第１章第３節二㈠に規定する市街地宅地

評価法により評点数を付設する地域及び評価基準第１章第３節二㈡に規定するその

他の宅地評価法により評点数を付設する地域の区分に応じ、次によるものとする。 

㈠ 評価基準第１章第３節二㈠に基づき市街地宅地評価法により評点数を付設する

地域 

⑴ 用途地区を基本とするが、市町村長は、用途地区内の宅地の価格の下落状況に

幅があり、用途地区ごとに修正率を適用することが不適当であると認める場合に

は、用途地区を更に区分することができる。 



⑵ ⑴の区分ごとに、評価基準第１章第３節一から三まで及び第 12節一によって求

めた価格に、市町村長が本節二によって把握した下落状況からみて最も適切であ

ると判断した修正率を乗じる。

㈡ 評価基準第１章第３節二㈡に基づきその他の宅地評価法により評点数を付設す

る地域 

⑴ 評価基準第１章第３節二㈡２に規定する状況類似地区（以下「状況類似地区」

という。）を基本とするが、市町村長は、状況類似地区内の宅地の価格の下落状

況に幅があり、状況類似地区ごとに修正率を適用することが不適当であると認め

る場合には、状況類似地区を更に区分することができる。 

⑵ ⑴の区分ごとに、評価基準第１章第３節一から三まで及び第 12 節一によって

求めた価格に、市町村長が本節二によって把握した下落状況からみて最も適切で

あると判断した修正率を乗じる。 

四 令和６年度において価格の修正を行った宅地についての調整 

    評価基準第１章第 12節二による価格の修正（以下「令和６年度における修正」とい

う。）を行った宅地については、次に掲げる⑴又は⑵のいずれか低い価格によってそ

の価格を求めるものとする。 

⑴ 令和６年度における修正を行った後の価格

⑵ 本節二及び三によって修正を行った後の価格

第３節 令和８年度における宅地の価格の修正 

一 令和８年度における宅地の価格の修正の順序 

    令和８年度における宅地の価格の修正は、次によるものとする。 

⑴ 宅地の価格の下落状況を把握する。

⑵ 用途地区等を基本に宅地を区分し、その区分ごとに修正率を適用する。

⑶ 令和６年度又は令和７年度において価格の修正を行った宅地について所要の

調整を行う。 

二 宅地の価格の下落状況の把握 

    宅地の価格について、国土利用計画法施行令による都道府県地価調査及び不動産鑑

定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価を活用し、令和５年１月１日から令和７年７

月１日までの下落状況を把握するものとする。 

三 宅地の区分及び修正率の適用 

    宅地の区分及び修正率の適用は、評価基準第１章第３節二㈠に規定する市街地宅地

評価法により評点数を付設する地域及び評価基準第１章第３節二㈡に規定するその

他の宅地評価法により評点数を付設する地域の区分に応じ、次によるものとする。 



  ㈠ 評価基準第１章第３節二㈠に基づき市街地宅地評価法により評点数を付設する

地域 

⑴ 用途地区を基本とするが、市町村長は、用途地区内の宅地の価格の下落状況に

幅があり、用途地区ごとに修正率を適用することが不適当であると認める場合に

は、用途地区を更に区分することができる。 

⑵ ⑴の区分ごとに、評価基準第１章第３節一から三まで及び第 12 節一によって

求めた価格に、市町村長が本節二によって把握した下落状況からみて最も適切で

あると判断した修正率を乗じる。 

㈡ 評価基準第１章第３節二㈡に基づきその他の宅地評価法により評点数を付設す

る地域 

⑴ 状況類似地区を基本とするが、市町村長は、状況類似地区内の宅地の価格の下

落状況に幅があり、状況類似地区ごとに修正率を適用することが不適当であると

認める場合には、状況類似地区を更に区分することができる。 

⑵ ⑴の区分ごとに、評価基準第１章第３節一から三まで及び第 12 節一によって

求めた価格に、市町村長が本節二によって把握した下落状況からみて最も適切で

あると判断した修正率を乗じる。 

四 令和６年度又は令和７年度において価格の修正を行った宅地についての調整 

    令和６年度における修正又は前節の価格の修正（以下「令和７年度における修正」

という。）を行った宅地については、次に掲げる⑴、⑵又は⑶のいずれか低い価格に

よってその価格を求めるものとする。 

⑴ 令和６年度における修正を行った後の価格

⑵ 令和７年度における修正を行った後の価格

⑶ 本節二及び三によって修正を行った後の価格



令和７年度又は令和８年度における土地の価格に関する修正基準(案) 令和４年度又は令和５年度における土地の価格に関する修正基準

令和７年度又は令和８年度における土地の価格に関する修正基準

第１節 通則
一 令和７年度分又は令和８年度分の固定資産税における地方税法附則第

17条の２第１項の規定に基づく土地の価格の修正は、以下に定める方法
によって行うものとする。

二 略

第２節 令和７年度における宅地の価格の修正
一 令和７年度における宅地の価格の修正の順序

令和７年度における宅地の価格の修正は、次によるものとする。
⑴～⑵ 略
⑶ 令和６年度において価格の修正を行った宅地について所要の調整

を行う。
二 宅地の価格の下落状況の把握

宅地の価格について、国土利用計画法施行令（昭和49年政令第387号)
による都道府県地価調査及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑
定評価を活用し、令和５年１月１日から令和６年７月１日までの下落状
況を把握するものとする。

三 略
四 令和６年度において価格の修正を行った宅地についての調整

評価基準第１章第12節二による価格の修正（以下「令和６年度におけ
る修正」という。）を行った宅地については、次に掲げる⑴又は⑵のい
ずれか低い価格によってその価格を求めるものとする。
⑴ 令和６年度における修正を行った後の価格
⑵ 本節二及び三によって修正を行った後の価格

令和４年度又は令和５年度における土地の価格に関する修正基準

第１節 通則
一 令和４年度分又は令和５年度分の固定資産税における地方税法附則第
17条の２第１項の規定に基づく土地の価格の修正は、以下に定める方法
によって行うものとする。

二 略

第２節 令和４年度における宅地の価格の修正
一 令和４年度における宅地の価格の修正の順序

令和４年度における宅地の価格の修正は、次によるものとする。
⑴～⑵ 略
⑶ 令和３年度において価格の修正を行った宅地について所要の調整

を行う。
二 宅地の価格の下落状況の把握

宅地の価格について、国土利用計画法施行令（昭和49年政令第387号)
による都道府県地価調査及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑
定評価を活用し、令和２年１月１日から令和３年７月１日までの下落状
況を把握するものとする。

三 略
四 令和３年度において価格の修正を行った宅地についての調整

評価基準第１章第12節二による価格の修正（以下「令和３年度におけ
る修正」という。）を行った宅地については、次に掲げる⑴又は⑵のい
ずれか低い価格によってその価格を求めるものとする。
⑴ 令和３年度における修正を行った後の価格
⑵ 本節二及び三によって修正を行った後の価格

地方税法附則第17条の２第１項の規定に基づく修正基準 対照表（傍線の部分は変更部分）



令和７年度又は令和８年度における土地の価格に関する修正基準(案)
（つづき）

令和４年度又は令和５年度における土地の価格に関する修正基準
（つづき）

第３節 令和８年度における宅地の価格の修正
一 令和８年度における宅地の価格の修正の順序

令和８年度における宅地の価格の修正は、次によるものとする。
⑴～⑵ 略
⑶ 令和６年度又は令和７年度において価格の修正を行った宅地につ

いて所要の調整を行う。
二 宅地の価格の下落状況の把握

宅地の価格について、国土利用計画法施行令による都道府県地価調査
及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価を活用し、令和５
年１月１日から令和７年７月１日までの下落状況を把握するものとする。

三 略
四 令和６年度又は令和７年度において価格の修正を行った宅地について

の調整
令和６年度における修正又は前節の価格の修正（以下「令和７年度に

おける修正」という。）を行った宅地については、次に掲げる⑴、⑵又
は⑶のいずれか低い価格によってその価格を求めるものとする。
⑴ 令和６年度における修正を行った後の価格
⑵ 令和７年度における修正を行った後の価格
⑶ 本節二及び三によって修正を行った後の価格

第３節 令和５年度における宅地の価格の修正
一 令和５年度における宅地の価格の修正の順序

令和５年度における宅地の価格の修正は、次によるものとする。
⑴～⑵ 略
⑶ 令和３年度又は令和４年度において価格の修正を行った宅地につ

いて所要の調整を行う。
二 宅地の価格の下落状況の把握

宅地の価格について、国土利用計画法施行令による都道府県地価調査
及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価を活用し、令和２
年１月１日から令和４年７月１日までの下落状況を把握するものとする。

三 略
四 令和３年度又は令和４年度において価格の修正を行った宅地について

の調整
令和３年度における修正又は前節の価格の修正（以下「令和４年度に

おける修正」という。）を行った宅地については、次に掲げる⑴、⑵又
は⑶のいずれか低い価格によってその価格を求めるものとする。
⑴ 令和３年度における修正を行った後の価格
⑵ 令和４年度における修正を行った後の価格
⑶ 本節二及び三によって修正を行った後の価格

地方税法附則第17条の２第１項の規定に基づく修正基準 対照表（傍線の部分は変更部分）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各市町村及び特別区の基準宅地の鑑定評価価格 

（時点修正率）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



（単位：円／㎡）

鑑定評価価格 Aに係る標準価格 時点修正率 R5.7.1価格 時点修正率 R6.7.1価格

（R5.1.1 （R5.7.1 ［R7価格］

→R5.7.1） →R6.7.1） B×(1+C/100)×(1+E/100)

（A） （B） （C） （D） （E） （F）

0 特 別 区 中央区銀座五丁目（中央通り） 53,300,000 53,400,000 53,400,000 53,400,000

1 八 王 子 市 旭町（八王子駅北口駅前広場） 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

2 立 川 市 曙町二丁目（立川駅北口ロータリー） 7,360,000 7,360,000 7,360,000 7,360,000

3 武 蔵 野 市 吉祥寺本町一丁目（サンロード） 7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000

4 三 鷹 市 下連雀三丁目（三鷹中央通り） 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000

5 青 梅 市 河辺町十丁目（河辺駅前ロータリー） 358,000 358,000 358,000 358,000

6 府 中 市 宮町一丁目（府中駅前通り） 2,330,000 2,180,000 2,180,000 2,180,000

7 昭 島 市 昭和町二丁目（昭島駅南口ロータリー） 480,000 480,000 480,000 480,000

8 調 布 市 小島町一丁目（調布駅北口駅前ロータリー） 2,420,000 2,420,000 2,420,000 2,420,000

9 町 田 市 原町田六丁目（パーク・アベニュー通り） 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000

10 小 金 井 市 本町六丁目（武蔵小金井駅南口駅前広場） 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

11 小 平 市 花小金井一丁目（花小金井駅前通り） 477,000 477,000 477,000 477,000

12 日 野 市 多摩平一丁目（豊田駅北口ロータリー） 790,000 790,000 790,000 790,000

13 東 村 山 市 栄町二丁目（久米川駅南口ロータリー） 473,000 473,000 473,000 473,000

14 国 分 寺 市 本町三丁目（国分寺駅北口交通広場） 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000

15 国 立 市 中一丁目（国立駅前ロータリー） 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000

16 福 生 市 東町（福生駅東口駅前広場） 446,000 446,000 446,000 446,000

17 狛 江 市 元和泉一丁目（狛江駅北口駅前広場） 576,000 576,000 576,000 576,000

18 東 大 和 市 南街五丁目（桜街道） 309,000 309,000 309,000 309,000

19 清 瀬 市 元町一丁目（市道0271号線駅前ロータリー） 437,000 437,000 437,000 437,000

20 東久留米市 本町一丁目（東久留米駅西口ロータリー） 512,000 512,000 512,000 512,000

21 武蔵村山市 学園三丁目（団地西通り） 172,000 172,000 172,000 172,000

22 多 摩 市 一ノ宮二丁目（聖蹟Ｕロード）
高度商業

地区Ⅱ
925,000 925,000 925,000 925,000

23 稲 城 市 若葉台二丁目（若葉台中央通り） 395,000 395,000 395,000 395,000

24 羽 村 市 五ノ神一丁目（羽村駅東口ロータリー） 314,000 314,000 314,000 314,000

25 あきる野市 秋川二丁目（秋川駅前ロータリー） 247,000 247,000 247,000 247,000

26 西 東 京 市 田無町二丁目（田無駅北口ロータリー） 860,000 860,000 860,000 860,000

27 瑞 穂 町 大字箱根ケ崎（箱根ケ崎駅前ロータリー） 131,000 131,000 131,000 131,000

28 日 の 出 町 大字平井字三吉野桜木（阿伎留病院前通り） 住宅地区
普通住宅

地区
143,000 143,000 143,000 143,000

29 檜 原 村 字上元郷（都道33号線） 村落地区 - 23,600 23,600 23,600 23,600

30 奥 多 摩 町 氷川字大氷川（町道大氷川鍛冶屋路線） 31,000 31,000 31,000 31,000

31 大 島 町 元町一丁目（都道207号線） 38,600 39,900 39,900 39,900

32 利 島 村 字郷（村道新地山線イ号） その他 3,600 3,500 3,500 3,500

33 新 島 村 本村五丁目（村道本村中央線） 9,300 9,300 9,300 9,300

34 神 津 島 村 神津島村（都道224号線） 10,700 10,700 10,700 10,700

35 三 宅 村 神着（都道212号線） 10,700 11,000 11,000 11,000

36 御 蔵 島 村 字尾平（都道223号線） 3,200 3,200 3,200 3,200

37 八 丈 町 三根（都道216号線） 住宅地区 普通住宅地区 30,400 30,400 30,400 30,400

38 青 ヶ 島 村 杉ノ沢（都道236号線） 2,700 2,700 2,700 2,700

39 小 笠 原 村 父島字東町（都道240号線） 75,000 75,000 75,000 75,000

0.0%

（R5.1.1）
［R6価格］

D=B×(1+C/100)

商業

地区

高度商業

地区Ⅱ

0.0%

住宅地区
併用住宅

地区

-
村落地区

村落地区 -

普通商業

地区

高度商業

地区Ⅱ

普通商業

地区

普通商業

地区

各市町村及び特別区の基準宅地に係る価格等一覧

団　体　名 基準宅地の所在地

用途地区

用途地区 細区分
（R5.1.1）

※翌年度課税に係る数値は未確定情報のため省略



R5.1.1時点 R5.7.1時点 R6.7.1時点

標準価格(円/㎡) 価格(円/㎡) 価格(円/㎡)

1 特 別 区 53,400,000 1 1

2 立 川 市 7,360,000 2 2

3 武 蔵 野 市 7,250,000 3 3

4 三 鷹 市 3,050,000 4 4

5 町 田 市 2,760,000 5 5

6 八 王 子 市 2,600,000 6 6

7 調 布 市 2,420,000 7 7

8 府 中 市 2,180,000 8 8

9 国 分 寺 市 2,040,000 9 9

10 小 金 井 市 1,680,000 10 10

11 国 立 市 1,490,000 11 11

12 多 摩 市 925,000 12 12

13 西 東 京 市 860,000 13 13

14 日 野 市 790,000 14 14

15 狛 江 市 576,000 15 15

16 東久留 米市 512,000 16 16

17 昭 島 市 480,000 17 17

17 小 平 市 477,000 18 18

19 東 村 山 市 473,000 19 19

20 福 生 市 446,000 20 20

21 清 瀬 市 437,000 21 21

22 稲 城 市 395,000 22 22

23 青 梅 市 358,000 23 23

24 羽 村 市 314,000 24 24

25 東 大 和 市 309,000 25 25

26 あきる 野市 247,000 26 26

27 武蔵村 山市 172,000 27 27

28 日 の 出 町 143,000 28 28

29 瑞 穂 町 131,000 29 29

30 奥 多 摩 町 31,000 30 30

31 檜 原 村 23,600 31 31

1 小 笠 原 村 75,000 1 1

2 大 島 町 39,900 2 2

3 八 丈 町 30,400 3 3

4 三 宅 村 11,000 4 4

5 神 津 島 村 10,700 5 5

6 新 島 村 9,300 6 6

7 利 島 村 3,500 7 7

8 御 蔵 島 村 3,200 8 8

9 青 ヶ 島 村 2,700 9 9

各市町村及び特別区の基準宅地の価格順位

団体名 順位 団体名順位 団体名 順位

同

左

同

左

同

左

同

左

同

左

同

左

同

左

同

左

※翌年度課税に係る数値は未確定情報のため省略



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参 考：東京都基準地価格関係資料（抜粋） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



住宅地 商業地 工業地 全用途 住宅地
宅地

見込地
商業地 工業地 全用途 住宅地

宅地
見込地

商業地 工業地 全用途

千代田区 11.8 16.2 15.6 立川市 6.8 10.8 7.9 青梅市 0.9 1.4 8.6 1.7

中央区 13.3 16.7 16.3 武蔵野市 4.3 6.5 5.3 福生市 0.9 2.4 1.5

港区 13.7 12.9 8.0 13.0 三鷹市 4.1 8.2 4.9 羽村市 1.3 1.3 7.8 2.1

新宿区 12.7 14.4 13.9 府中市 5.3 8.8 6.3 あきる野市 0.4 0.2 0.4

渋谷区 12.6 13.5 13.2 昭島市 3.7 2.6 4.8 3.6 瑞穂町 1.8 1.6 5.1 2.2

都心５区 12.9 14.8 8.0 14.3 調布市 6.4 7.7 6.7 日の出町 0.2 0.2

文京区 12.2 16.4 14.8 小金井市 4.2 6.7 4.7 檜原村 0.0 0.0

台東区 13.4 18.2 17.7 小平市 3.0 3.2 3.0 奥多摩町 0.0 0.0 0.0

墨田区 11.8 13.0 12.8 東村山市 2.8 3.3 2.9 西多摩 0.8 1.2 7.5 1.3

江東区 10.5 14.2 17.0 12.7 国分寺市 6.3 8.8 6.7

品川区 12.9 12.2 12.5 国立市 8.0 7.8 8.0 多摩全域 3.5 0.4 5.3 6.9 3.8

目黒区 13.7 12.4 13.1 狛江市 5.7 5.1 5.6

大田区 7.9 8.7 14.3 8.6 東大和市 2.1 1.9 2.0

世田谷区 6.5 8.3 7.0 清瀬市 2.4 3.2 2.5

中野区 8.2 15.5 11.9 東久留米市 2.3 2.8 2.4

杉並区 8.5 16.1 11.2 武蔵村山市 2.0 2.5 2.1

豊島区 12.0 13.1 12.7 西東京市 3.4 6.3 4.1 大島町 ▲ 0.5 0.0 ▲ 0.4

北区 8.9 14.4 9.2 11.3 北多摩 4.3 6.4 4.8 4.7 新島村 0.0 0.0 0.0

荒川区 9.9 13.9 12.2 八王子市 3.9 0.8 5.6 6.7 4.2 神津島村 0.0 0.0 0.0

板橋区 7.9 10.9 9.1 町田市 2.3 0.0 4.1 2.6 三宅村 0.0 0.0 0.0

練馬区 5.4 8.1 6.0 日野市 5.0 3.5 4.8 八丈町 ▲ 0.4 ▲ 0.8 ▲ 0.6

足立区 6.0 8.0 8.8 7.0 多摩市 2.5 7.3 3.9 小笠原村 0.0 0.0 0.0 0.0

葛飾区 5.0 11.6 8.3 6.7 稲城市 2.8 2.7 2.8 島部 ▲ 0.1 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.1

江戸川区 5.1 7.7 16.5 6.1 南多摩 3.4 0.4 5.0 6.7 3.6

その他区 7.7 12.3 13.2 9.8

区部全域 8.3 13.2 12.8 10.8

　（注） ・単位％、▲印はマイナスを示す。

・林地は集計から除外した。

令和７年地価調査　基準地価格区市町村別用途別対前年変動率

東京都全域 5.6 0.3 11.2 10.6 7.7

区分 区分

地区 地区

区分

地区
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(注) 日の出町及び檜原村には商業地の地点はない。

令和７年７月１日調査

父島

新島

神津島 三宅島 母島
大島 八丈島

式根島

令和７年地価調査　　商業地　　平均変動率マップ

大島町 新島村 神津島村 三宅村 八丈町 小笠原村

奥多摩町
青梅市

檜原村

日の出町

あきる野市

瑞穂町

羽村市 武蔵村山市

八王子市

昭島市

立川市

東大和市

小平市

国分寺市

日野市

国立市

町田市

多摩市 稲城市

府中市

清瀬市

東久留米市

福生市

西東京市

小金井市

調布市

三鷹市

武蔵野市

練馬区

板橋区

狛江市

世田谷区

杉並区

目黒区

中野区

北区

豊島区

足立区

渋谷区

文京区

新宿区

荒川区

台東区

千代田区

港区

品川区

東村山市

大田区

中央区

墨田区

葛飾区

江東区

江戸川区

１１．０％以上

８．０％以上１１．０％未満

５．０％以上８．０％未満

２．０％以上５．０％未満

０．１％以上２．０％未満

０．０％

０．０％未満
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令和７年７月１日調査

父島

新島

神津島 三宅島 母島
大島 八丈島

式根島

令和７年地価調査　　住宅地　　平均変動率マップ

大島町 新島村 神津島村 三宅村 八丈町 小笠原村

奥多摩町
青梅市

檜原村

日の出町

あきる野市

瑞穂町

羽村市 武蔵村山市

八王子市

昭島市

立川市

東大和市

小平市

国分寺市

日野市

国立市

町田市

多摩市 稲城市

府中市

清瀬市

東久留米市

福生市

西東京市

小金井市

調布市

三鷹市

武蔵野市

練馬区

板橋区

狛江市

世田谷区

杉並区

目黒区

中野区

北区

豊島区

足立区

渋谷区

文京区

新宿区

荒川区

台東区

千代田区

港区

品川区

東村山市

大田区

中央区

墨田区

葛飾区

江東区

江戸川区

１１．０％以上

８．０％以上１１．０％未満

５．０％以上８．０％未満

２．０％以上５．０％未満

０．１％以上２．０％未満

０．０％

０．０％未満
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昭和

58年
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２年３年４年５年６年７年８年９年10年11年12年13年14年15年16年17年18年19年20年21年22年23年24年25年26年27年28年29年30年令和

元年

２年３年４年５年６年７年

平均価格推移（指数）(用途別・地区別）

区部住宅

多摩住宅

区部商業

多摩商業

東京都区部消費者物価指数

629.9

400.6
382.2

249.5
219.2 区部住宅

256.4 区部商業

151.0 多摩商業

115.5 多摩住宅

＊ 昭和58年７月１日の平均価格及び東京都区部消費者物価指数を100とした。

135.7
都区部消費者物価指数

*　昭和58年7月1日の平均価格及び東京都区部消費者物価指数を100とした。
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平成 4 年 3 月 31 日 

3 総行地第 925 号 

総 務 局 長 決 定 

（平成 6 年 7 月 20 日一部改正） 

（平成 8 年 2 月 28 日一部改正） 

（平成 11 年 2 月 25 日一部改正） 

（平成 12 年 1 月 18 日一部改正） 

（平成 12 年 9 月 22 日一部改正） 

（平成 13 年 9 月 27 日一部改正） 

（平成 14 年 2 月 28 日一部改正） 

（平成 23 年 5 月 13 日一部改正） 

（平成 27 年 3 月 31 日一部改正） 

（平成 29 年 9 月 15 日一部改正） 

（令和７年 11 月５日一部改正） 

 

東 京 都 土 地 評 価 協 議 会 設 置 要 綱 

 

（設  置） 

第１条 東京都は、「固定資産評価基準」（昭和 38 年 12 月 25 日付自治省告示第

158 号及び平成 12 年 1 月 28 日付自治省告示第 12 号により一部改正）第 1

章第 12 節一に基づき、鑑定評価価格の活用に当たって情報交換等必要な調

整を図るため、土地評価協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（組  織） 

第２条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

 

（協議事項） 

第３条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。 

（１） 特別区及び各市町村の基準宅地に係る鑑定評価価格に関する事項 

（２） 隣接区市町村間に係る鑑定評価価格に関する事項 

（３） 地価公示価格及び地価調査価格と鑑定評価価格とに関する事項 

（４） 地価情報の収集等に関する事項 

（５） その他土地の鑑定評価等に関する事項 

（６） 一般財団法人資産評価システム研究センターとの連絡調整に関する事項 

 

（役  員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

会長   １人 

副会長  １人 

事務局長 １人 

 



 

（役員の選出） 

第５条 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

２ 事務局長は、東京都総務局行政部市町村課長が委員と兼務する。 

 

（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、３年を超えない範囲で会長が定めるものとする。 

２ 委員は再任されることができる。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、会議を招集し、議事その他の会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

３ 事務局長は、会長の命を受け会務を処理する。 

 

（会議の開催等） 

第８条 協議会の会議は、会長が必要と認めるとき開催する。 

２ 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が必要と認

めるときは、会議を書面又は電磁的記録による議事運営により行うことがで

きる。 

３ 会議は公開とする。ただし、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 22 条

に抵触する事項並びに東京都情報公開条例（平成 11 年東京都条例第 5 号）

第 7 条各号に該当する事項を議事とする場合は非公開とする。 

４ 議事録及び会議で使用した資料は、地方税法第 22 条に抵触する事項並び

に東京都情報公開条例第 7 条各号に該当する事項を除き公開とする。 

 

（分科会） 

第９条 協議会には別表２に定める地域ごとに分科会を設置する。 

２ 分科会は、別表３に掲げる者をもって構成する。 

 

（経  費） 

第１０条 協議会に関する経費については、東京都で支弁する。 

 

（事務局） 

第１１条 協議会の事務局は、東京都総務局行政部市町村課に置く。 

 

（雑  則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。 

 



 

別 表１ 

〔国〕 

   東京国税局課税第一部資産評価官 

〔東京都〕   

  東京都総務局行政部市町村課長 

  東京都財務局財産運用部評価測量担当課長 

  東京都主税局資産税部固定資産評価課長 

〔都内市町村〕   

  市町村固定資産税担当課長の分科会代表 

〔固定資産鑑定評価員会議〕 

  東京都代表鑑定員 

  特別区代表鑑定員 

  特別区副代表鑑定員 

  特別区顧問 

  多摩・島しょ地区代表鑑定員 

  多摩・島しょ地区副代表鑑定員 

  特別区分科会代表 

  多摩・島しょ地区分科会代表 

  多摩・島しょ地区分科会副代表 

〔その他〕   

  学識経験を有する者で東京都総務局行政部長が特に必要と認めたもの 

 

別 表２ 

分科会の名称 分科会に属する市町村 

特別区分科会 23特別区 

第一分科会  八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 

第二分科会  

 

 

立川市、昭島市、国分寺市、国立市、武蔵村山市、東大和市、青

梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村

、奥多摩町、島しょの町村 

第三分科会  武蔵野市、三鷹市、小金井市、府中市、調布市、狛江市 

第四分科会  小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 

 

別 表３ 

特別区の存する区域 

 

 

東京都主税局資産税部固定資産評価課長 

東京都総務局行政部市町村課課長代理（税政担当） 

不動産鑑定士の代表 

市町村の区域    

 

 

東京都総務局行政部市町村課課長代理（税政担当） 

市町村固定資産税担当課長 

不動産鑑定士の市町村ごとの代表  



令和７年度東京都土地評価協議会委員名簿                                  

区 分 職 名 等 氏             名

国 東京国税局課税第一部資産評価官 本田　哲也

八王子市財政部資産税課長 河合　常次

国分寺市総務部課税課長 澤田　元織

調布市市民部資産税課長 村上　法彦

東村山市市民部課税課長 荻原　智

奥多摩町住民課長 岡部　優一

（公社）東京都不動産鑑定士協会 池田　守

金丸不動産鑑定事務所 金丸　昭吾

（株）米山 森永　愼一

（有）プライム不動産鑑定 山口　徹雄

（株）東京不動産経済研究所 江蔵　龍

（一財）日本不動産研究所 浜田　哲司

（株）第一豊不動産鑑定 清水　豊

さとう不動産鑑定士事務所 佐藤　幸秀

（株）さかい不動産鑑定事務所 内田　憲一

（株）新都市不動産鑑定 黒木　中

ビジョンリアルティ（株） 下野　好弘

（株）さくら不動産総合鑑定 桜井　徹

（株）土屋不動産鑑定事務所 土屋　俊世

不動産鑑定・調査事務所 田中　和弘

わかば不動産鑑定事務所 内野　美樹

図子不動産鑑定（株) 図子　久雄

（公社）東京都不動産鑑定士協会 小林　信夫

田中不動産鑑定事務所 木内　かをり

東京都総務局行政部市町村課長 齋藤　隆一郎

東京都財務局財産運用部評価測量担当課長 今西　佐知子

東京都主税局資産税部固定資産評価課長 山田　真祐

市
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都


